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建設副産物実態調査に関する仕様書 

 
（目的） 

第１条 本仕様書は、建設工事の現場から発生する建設副産物についての発生量及び再生

資源利用量の実態把握を目的に定めるものとする。 
（対象工事及び調査品目） 
第２条 受注者は、本工事の建設資材利用量及び建設副産物発生量・搬出量の大小や有無

にかかわらず、当該年度に終了した最終請負額が１００万円以上の工事は、次項の建設

副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年

にまたがる工事の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資

材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。なお、この手順により作成され

たデータ及び帳票は、「資源有効利用促進法」で定められた「再生資源利用{促進}計画

書（実施書）の作成」を兼ねるものとする。 
２ 調査対象品目は次のとおりとする。 
（１）搬入する建設資材 

コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト混合物、

土砂、砕石、塩化ビニル管・継手、石膏ボード、その他の建設資材 
（２）搬出する建設副産物 

コンクリート塊、建設発生木材（建設リサイクル法第２条に基づく特定建設資材廃

棄物である木材が廃棄物になったもので、解体工事によって生じる木くず、新築工事

によって生じる木材の端材など）、アスファルト・コンクリート塊、その他がれき類、

建設発生木材（上記以外の伐木材、除根材など）、建設汚泥、建設混合廃棄物、金属

くず、廃塩化ビニル管・継手、廃プラスチック（廃塩化ビニル管、継手を除く）、廃

石膏ボード、紙くず、アスベスト(飛散性)、その他の分別された廃棄物、建設発生土 
（作業手順） 
第３条 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、受注者が行うものとする。 
（１）「再生資源利用{促進}計画書」及び「再生資源利用{促進}実施書」をCOBRISを用

いて作成することを原則とする。これによらない場合は、事前に監督員と協議の上、

作成様式・提出形態（書面・CD-R等）について決定すること。 
（２）書面及びデータ（CD-R等）で提出する。ただし、COBRISにて作成する場合は、

データの提出は不要とする。 
 
 
 



 

現場代理人等の氏名等の取扱に関する仕様書 

 

（目的） 

第１条 本仕様書は、公共工事の実施の円滑化を図ると共に、市民サービスに資すること

を目的に定めるものとする。 

（対象とする工事等） 

第２条 相模原市が発注する工事、委託等（以下「工事等」という。）にあって、現場代

理人又は現場責任者となりうる者（以下「現場代理人等」という。）を配置する工事等

を対象とする。 

（氏名等の公表） 

第３条 工事等の現場代理人等の氏名、会社名及び連絡先について、工事のお知らせや工

事標示板等に明示し公表を行うものとする。 
 
 



 

 

施工体制台帳等の作成に関する仕様書 

 

（適用） 

第１条 本仕様書は、相模原市が発注する公共工事における施工体制台帳の作成並びに外

国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況の処理に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（一般事項） 

第２条 受注者は、国土交通省令及び「施工体制台帳の作成等について（通知）」（令和

3年3月2日付け国不建第404～405号）、「施工体制台帳に係る書類の提出について」

（令和3年3月5日付け国官技第319号、国営建技第16号）に従って記載した施工体制台帳

を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出しなければならない。 

 ※一次下請人となる警備会社がある場合は、警備会社の商号又は名称、現場責任者名、

工期を記載すること。 

（施工体制の確認） 

第３条 受注者は、現場施工体制について、「施工体制台帳等活用マニュアル」及び「施

工体制台帳等のチェックリスト」等により監督員の確認を得なければならない。 

２ 「施工体制台帳等活用マニュアル」及び「施工体制台帳等のチェックリスト」は、必

要に応じて国土交通省のホームページからダウンロードすること。 
  「施工体制台帳等活用マニュアル」 

https://www.mlit.go.jp/common/001067896.pdf 

  「施工体制台帳等のチェックリスト」 
    https://www.mlit.go.jp/common/001067897.pdf 

 

（補則） 

第４条 本仕様書について、発注者と受注者との相互の間に疑義が生じたとき又は本仕様

書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 

 

 

https://www.mlit.go.jp/common/001067896.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001067897.pdf


 

 

創意工夫・社会性等に関する実施状況 

 

工事名  受注者名  

項目 細別 実施内容 

□創意工夫 

 

 

 自ら立案実施 

 した創意工夫 

 や技術力 

 

□準備・後片づけ

関係 

□測量・位置出しにおける工夫 

□現地調査方法の工夫  

□その他 

 

□施工関係 

 

□施工に伴う器具・工具・装置類の工夫 

□工場加工製品等の活用による副産物及び廃棄物の

減少またはリサイクルに対する積極的な取組み 

□土工事、地業工事、鉄骨建て方、コンクリート工

事等の施工関係の工夫 

□建築材料・機材等の運搬・搬入等を含む施工方法

の工夫 

□電気設備工事等の配線、配管等の工夫 

□暖冷房衛生設備工事等の配管、ダクト等の工夫 

□照明・視界確保等の工夫 

□仮排水、仮道路、迂回路等の計画・施工の工夫 

□運搬車両・施工機械等の工夫 

□型枠、足場、山留め等の仮設関係の工夫 

□施工管理及び品質向上等の工夫 

□プレハブ工法等の採用による工期短縮等の工夫 

□仮設施工等の工夫 

□既存施設・近隣等に対する騒音・振動対策等の工

夫 

□保全への配慮による材料選定・施工方法等の工夫 

□作業の安全性向上のための施工方法等の工夫 

□優れた技術力又は能力として評価する技術を用い

た工事（新技術の活用等） 

□その他 

 

□品質関係 

 

□集計ソフト等の活用と工夫 

□躯体工事の品質管理の工夫 

□建築材料・機材の検査・試験に関する工夫 

□施工の検査・試験に関する工夫 

□品質記録方法の工夫 

□その他 

 



 

  

項目 細別 実施内容 

□創意工夫 

 

 

 自ら立案実施 

 した創意工夫 

 や技術力 

 

□安全衛生関係 

 

 

 

 

□安全仮設備等の工夫（落下物、墜落・転落、挟ま

れ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等） 

□安全衛生教育、技術向上講習会等、ミーティング

、安全パトロール等に関する工夫 

□現場事務所、休憩所等の環境向上の工夫 

□酸欠対策・有毒ガス・可燃ガスの処理または粉塵

防止策や作業中の換気等の工夫 

□周辺道路等の事故防止または一般交通確保等のた

めの工夫 

□改修工事における既存施設利用者等に対する安全

対策の工夫 

□作業時における作業環境改善等の工夫 

□ゴミの減量化、アイドリングストップの励行等の

地球環境への工夫 

□その他 

 

□施工管理関係 □出来形の管理等に関する工夫 

□施工計画書または写真記録等に関する工夫 

□出来形・品質に関する計測等の工夫及び集計の工

夫 

□ＣＡＤ、施工管理ソフト等の活用 

□ＣＡＬＳを活用した施工管理の工夫 

□その他 

 

□その他 □その他 

 

□社会性等 

 

地域社会や住民

に対する貢献 

 

□地域への貢献等 

 

□災害時等に地域への救援活動等に協力を実施 

□周辺地域の環境保全、生物保護等について、具体

的な対策を実施 

□現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景

観に合わせる等、周辺地域との調和を実施 

□広報活動や現場見学会等を実施して、地域とのコ

ミュニケーションを実施 

□地域イベントへの協力やボランティア活動等へ

の協力や参加を実施 

□その他 

 

※１ 該当する項目等の□にレマークを記入する。 

※２ 具体的内容の説明として、写真・概要図等を別紙説明資料に整理する。 



 

 

創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料） 

 

工事名                         ／ 

項目  細別  

実施内容  

 （説明） 

 

 

 

 

 

 （写真・概要図等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。 


